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H18 H19 H20

適用数
（件）

34 41 40

減収額
（百万円）

55 46 37

適用数
（件）

875 833 793

減収額
（百万円）

5,080 4,550 5,250

適用数
（法人）

639 617 615

減収額
（百万円）

20 21 20

適用数
（組合）

612 630 570

減収額
（百万円）

268 292 173

適用数
（組合）

2 2 2

減収額
（百万円）

103 99 100

3

番号 措置の内容

1

農業協同組合の適用数等

2

中小企業等の貸倒引当金の
特例
（国税・地方税）
創設年度：Ｓ41

　農業協同組合、森林組合、漁業
協同組合の協同組合については、
貸倒引当金について、16％の割増
引当ができる。
（例）一括評価債権の額が100億円
の場合で、

①法定繰入率(金融保険業0.3％)を
選択した場合、
通常：100億円×0.3％＝30百万円
特例：30百万円×116/100=34.8百
万円
(4.8百万円無税枠が拡大)

②貸倒実績率（0.5％と仮定）を選
択した場合、
通常：100億円×0.5％＝50百万円
特例：50百万円×116/100=58百万
円
(8百万円無税枠が拡大)

　漁業協同組合等の経営の健
全化・基盤強化を通じた漁業経
営の安定。

森林組合の適用数等

漁業協同組合の適用数等

政策目的（抜粋）

　農業をめぐる厳しい情勢の下
で、農協の貸付に係るリスク担
保力を強化し、銀行等における
対応力が十分でない農業･農村
分野における金融機能の維持･
強化を図る。

　森林所有者の協同組合であ
る森林組合等の経営基盤を強
化し、地域における森林の整備
と管理の中核的な役割を担う森
林組合の育成を図る。

　林業生産活動を通じた伐採、
植林が計画的に行われること
により、森林の有する、国土の
保全、水源のかん養、地球温
暖化の防止、木材の供給等の
多面的機能の発揮を確保。

　技術研究組合制度を活用した
産学官連携の枠組みを構築
し、民間の研究開発を活性化
し、大学や公的研究機関との協
働関係を構築する。

技術研究組合の所得計算の
特例
（国税）
創設年度：Ｓ36

第三者からの意見評価概要

【必要性】
　林業生産活動を通じた伐採、植林が計画的に行われることにより、森林の有する、国土の
保全、水源のかん養、地球温暖化の防止、木材の供給等の多面的機能の発揮を確保。

【有効性】
　１ha当たりの水源かん養便益（5.2万円）を使用し、当租税特別措置を活用した各年度の森
林造成面積に応じた便益額を算出。
　平成17年度　1,236ha　×　5.2万円＝64.3百万円
　平成18年度　1,404ha　×　5.2万円＝73.0百万円
　平成19年度　1,305ha　×　5.2万円＝67.9百万円
　平成20年度　  758ha  ×　5.2万円＝39.4百万円
　平成21年度  1,291ha　×　5.2万円＝67.1百万円
　いずれの年度においても、税収減を是認する効果が見られる。

【相当性】
　長期間固定化する費用の早期回収を図り、法人のキャッシュフローを改善し植林を推進す
るものであり、補助金や金融による個々の支援とは別に、税制によりインセンティブを付与す
ることにより、広く効果を発揮できる的確な措置。

　植林費の損金算入は
中小林業法人には恩
恵があり、必要な措
置。しかし７～８割は赤
字で、件数は増えてい
ない。今後、視点を変
えて一般の企業が森
林投資した際の税制特
例を考えていくべきで
はないか。

事前評価

植林費の損金算入の特例
（国税・地方税）
創設年度：Ｓ58

　植林してから成林に至るまでの経
費は、｢費用収益対応の原則｣に基
づき、その立木を伐採した時に初
めて費用として取扱うのが原則。
　ただし、計画的な植林を推進する
ため、森林施業計画に基づき植林
した場合には特例として植林費の
35％を植栽した年度の損金として
算入できる。

税　　目
　　適用数、減収額

【必要性】
　技術研究組合制度を活用した産学官連携の枠組みを構築し、民間の研究開発を活性化
し、大学や公的研究機関との協働関係を構築。

【有効性】
　本特例措置に伴う減収分は、技術研究組合の研究費として活用可能であり、平成１９年度
には２５課題、平成２０年度には２０課題、平成２１年度には１２課題の共同研究を実施。

【相当性】
　技術研究組合による研究の実施を、各年度の予算上の制約なくニーズに応じ機動的に支
援することが可能であり、特定の課題について一定の予算額の範囲で支援する補助金等に
比べ的確。

　技術研究組合が賦課金で取得し
た試験研究用固定資産を簿価1円
まで圧縮記帳し、圧縮損を損金算
入することで法人税を実質非課税
とする。

  基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

【必要性】
　天候等の影響を受け易く貸倒れが不均衡に発生する農業等融資の特性を踏まえ、農協等
の貸付に係るリスク担保力を強化し、 銀行等による対応力が十分でない農業・農村分野等
における金融機能の維持・強化を図る。
　
【有効性】
　農協等の金融機関に対しては自己資本比率規制（貸出金等の資産に対し８％）があり、一
般的に100億円の貸出を行っているとすると3千万円（法定繰入率3/1000を適用している場
合）の一般貸倒引当金を含む8億円の自己資本が必要となる。
　　本特例措置により、貸倒引当金を16％増し、すなわち480万円（3千万円×0.16）多く積み
立てることにより、6千万円（480万円÷0.08）の融資余力が生まれることとなり、減税額106万
円（480万円×22％）に比較し大きな効果が期待できる。

【相当性】
　多数の農業者等が存在する中で、その資金調達の円滑化を図るためには、本税制措置に
より農業者等に対する金融仲介機能を有する農協系統組織等の財務基盤を高めリスク担保
力を強化することが効率的かつ効果的。

　特になし
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H18 H19 H20

番号 措置の内容 政策目的（抜粋） 第三者からの意見評価概要税　　目
　　適用数、減収額

適用数
（基）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（基）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（件）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（基）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（件）

15 13 13

減収額
（百万円）

97 63 51

グリーン投資減税
（ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾀﾉｰﾙ製造設備）
（国税）
創設年度：新規要望

5

事業基盤強化設備を取得し
た場合等の特別償却又は税
額の特別控除
（特定農産加工業経営改善
臨時措置法）
（国税･地方税）
創設年度：Ｈ元年

グリーン投資減税
（木質ﾊﾞｲｵﾏｽ熱電併給型木
材乾燥装置）
（国税）
創設年度：新規要望

グリーン投資減税
（木質・草本ﾊﾞｲｵﾏｽｶﾞｽ利用
装置）
（国税）
創設年度：新規要望

グリーン投資減税
（木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用加温装置）
（国税）
創設年度：新規要望

4

　特定農産加工業経営改善臨
時措置法に基づく支援により、
関税引き下げ等により経営環
境の悪化する特定農産加工業
者の経営改善を促進し、農業
者及び農産加工業者の健全な
発展を図る事を目的。

　新技術等を活用した再生可能
エネルギーの導入に係る設備
投資を促進することにより、エ
ネルギー源の多様化等の需給
構造改革を行い、エネルギーの
安定供給を確保し、環境関連
市場の拡大により新規雇用を
創出する。
　また、化石資源の代替エネル
ギーとしてバイオマス資源の有
効利用を促進することにより、
農山漁村の活性化を図りつつ、
地球温暖化の防止、循環型社
会の形成を推進する。

　特定農産加工業者が取得した機
械及び装置に対して、取得価額の
30％の特別償却又は7％の税額控
除。

　青色申告書を提出する個人又は
法人が、相当程度の効果（エネル
ギー起源ＣＯ２排出削減又は再生
可能エネルギー導入拡大）が見込
まれる設備・機器を取得し、事業の
用に供した場合、取得額価格の４
０％の特別償却又は取得価格の
７％の税額控除。

【必要性】
　新技術等を活用した再生可能エネルギーの導入に係る設備投資を促進することにより、エ
ネルギー源の多様化等の需給構造改革を行い、エネルギーの安定供給を確保し、環境関連
市場の拡大により新規雇用を創出。
　また、化石資源の代替エネルギーとしてバイオマス資源の有効利用を促進することにより、
農山漁村の活性化を図りつつ、地球温暖化の防止、循環型社会の形成を推進。

【有効性】
　装置の導入が加速化しバイオマス資源の有効利用が進むことで、エネルギーの安定供給
確保及び農山漁村の活性化、地球温暖化の防止、循環型社会の形成が推進。

【相当性】
　バイオ燃料等の再生可能エネルギーは、利用時の環境負荷が少なく、新たな雇用等の経
済的効果の観点から、今後の低炭素社会を牽引する核となるもの。当該措置では、企業規
模等の支援対象に制限がないことから、政策効果が広範囲に及ぶため、バイオマスを全国
的に推進するための政策手段として相当。

  基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

【必要性】
　関税引き下げ等により経営環境の悪化する特定農産加工業者の経営改善を促進し、農業
者及び農産加工業者の健全な発展を図る。

【有効性】
　地域の基幹産業である特定農産加工業の経営が改善されることにより、当該事業者の売
上が増加したり、地域の雇用促進に資するとともに、生産量の増加に伴う原料受入量の増加
により地域の農家所得の向上に寄与する等、地域経済の維持・発展に貢献。

【相当性】
　特定農産加工業者は、国民への食料の安定供給や地域経済の安定に重要な役割を果た
している。一方、同事業者には中小企業が多く、収益性も低い中、貿易の自由化等により、
企業を取り巻く環境も厳しい状況である。このため、融資だけでなく、本租税特例措置の両者
を組み合わせて事業者への支援を行っていく必要。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。
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H18 H19 H20

番号 措置の内容 政策目的（抜粋） 第三者からの意見評価概要税　　目
　　適用数、減収額

適用数
（件）

ー ー

3
（農林水
産関連
業種）

減収額
（百万円）

ー ー

21
（農林水
産関連
業種）

適用数
（件）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（件）

76 57 69

減収額
（百万円）

632 652 760

適用数
（件）

704 758 821

減収額
（百万円）

2,148 1,190 1,541

7

6

新用途米穀加工品等製造設
備の特別償却
（国税）
創設年度：Ｈ21

特定地域における工業用機
械等の特別償却
（半島振興対策実施地域）
（国税）
創設年度：Ｓ61

集積区域における集積産業
用資産の特別償却
（国税）
創設年度：Ｈ20

　生産製造連携事業計画について
認定を受けた法人がその計画に記
載された新用途米加工品等製造設
備を取得した場合における、取得
価格の30％の特別償却

　「企業立地促進法」に基づき｢基
本計画｣を作成した地域において、
「企業立地計画」の承認を受け、同
計画に沿った新規企業立地を行っ
た場合、新たに取得した機械装置
及び建物等に対して、通常の減価
償却とは別枠で、機械装置15％・
建物等8％の特別償却を認めるも
のである。

特定地域における工業用機
械等の特別償却
（過疎地域）
（国税）
創設年度：Ｓ45

　過疎地域における製造業、旅館
業及び情報通信技術利用事業
（コールセンター）に係る特別償却
制度。

延長：２年間
特別償却率：
　　機械及び装置（10/100）
　　建物及び附属設備（ 6/100）
取得価額：2,000万円超

　半島振興対策実施地域におけ
る、製造業及び旅館業の用に供す
る設備に係る特別償却。
・機械・装置10/100(旅館業を除く)､
建物・附属設備6/100
・対象業種に農林水産物等販売業
及び情報サービス業等を追加。
(情報サービス業等：有線放送業、
情報サービス業、インターネット附
随サービス業、コールセンター)
・旅館業に係る過疎地域に類する
地区の要件を廃止

  過疎地域では引き続く人口減
少と、著しい高齢化の進行、さ
らには若年者の流出がみられ
るところであり、過疎地域内に
引き続き企業を誘致し、所得水
準の向上と、雇用の増大を図る
とともに、地域資源の活用によ
る総合的な産業振興による地
域の活性化を図ることにより、
過疎地域におけるコミュニティ
の維持・再生を図る。

　半島振興対策実施地域にお
いて、交通・生活基盤の整備と
併せて、地域における産業を振
興することにより、地域の活性
化を図る。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

　企業立地促進法に係る施策
は、国内の立地環境の改善・向
上のため、地域の産業集積の
魅力向上に向けた計画的な取
組みを総合的に支援するもの
である。その中で本税制特例
は、事業者の企業立地時の
キャッシュフローの改善に寄与
することで、施策推進に係るイ
ンセンティブを付与し、事業者
の設備投資を促進することで、
地域経済の自立的発展の基盤
強化を図る。

　我が国の貴重な食料生産装
置である水田を有効活用し、新
規需要米の生産を本格化さ
せ、食料供給力を強化する。

【必要性】
　地域における産業を振興することにより、地域の活性化を図るとともに、交流人口の増加等
を通じて、半島振興対策実施地域におけるコミュニティの維持・再生を図る。

【有効性】
　企業の進出や設備投資が促され、雇用と所得が確保されることを通じ、地域における定住
化、集落機能の維持・増進等が図られ、コミュニティの維持・再生に寄与するものと考えられ
る。

【相当性】
　実需者のニーズに対応した機械等の新設・増設、旅行者の動向に合わせた宿泊設備の新
築等は、社会経済情勢の変化に伴い随時行われるため、数多くの事業者による随時の投資
に対応する措置として、的確かつ効果的。

【必要性】
　事業者の企業立地時のキャッシュフローの改善に寄与することで、施策推進に係るインセ
ンティブを付与し、事業者の設備投資を促進することで、地域経済の自立的発展の基盤強化
を図る。

【有効性】
　企業立地促進法の施行後、各自治体では産業集積の形成及び活性化に向けた目標や取
組内容等を定めた177件の基本計画と、それに伴った787件の企業立地計画が策定され、こ
れまでに農林水産関連業種において対象設備への18,713百万円の投資及び新規雇用促進
を生んでいる。

【相当性】
　近年の不安定な景気状況や、対象となる業種が景気の影響を受けやすいことから、建物等
の取得にあたって早急な措置が必要になる可能性が高く、補助金等の予算措置よりも迅速
に機能する本特例措置を講ずることが相当。

【必要性】
　我が国の貴重な食料生産装置である水田を有効活用し、新規需要米の生産を本格化さ
せ、食料供給力を強化する。

【有効性】
　平成２１年度の米粉用米の売上は、約1万3千トンで約10億5千万円と見込まれるところ。
  また、平成２１年度認定生産製造連携事業計画における各事業者の米粉用、飼料用米関
連の設備投資額は、約60億円（そのうち税制特例対象設備投資額は約14億円）に達してい
る。

【相当性】
　競合する原料である輸入小麦・輸入とうもろこしに比べて現状では割高である一方で、輸入
小麦・輸入とうもろこしを用いた製品と同等の価格水準を求められることから、当初は利益率
が非常に小さいものと見込まれる。
　このような状況を踏まえれば、引き続き参入を促進するため、先行企業の不利な条件を緩
和するための税制上の支援措置を講じることは妥当。

　対象となる地域にお
いては、地理的要因等
により自助努力のみで
は産業の自立的振興
には限界があるため、
外在的にこれらの租税
特別措置により新たな
資本投下の呼び水とす
ることには意義がある
と考える。
　また、抜本的に地域
の産業基盤を強化する
ための施策と組み合わ
せて実施することによ
り、より効果的になろう
と考える。

【必要性】
　過疎地域内に引き続き企業を誘致し、所得水準の向上と、雇用の増大を図るとともに、地
域資源の活用による総合的な産業振興による地域の活性化を図ることにより、過疎地域に
おけるコミュニティの維持・再生を図る。

【有効性】
　企業の進出や設備投資が促され、雇用と所得が確保されることを通じ、地域における定住
化、集落機能の維持・増進等が図られ、コミュニティの維持・再生に寄与するものと考えられ
る。

【相当性】
　新規立地企業において企業進出を促すインセンティブとなり、過疎地域における企業立地
が確実に促進され、雇用の増加という政策目的において効果的。

3



H18 H19 H20

番号 措置の内容 政策目的（抜粋） 第三者からの意見評価概要税　　目
　　適用数、減収額

適用数
（件）

2 1 1

減収額
（百万円）

8 1 4

適用数
（件）

2

減収額
（百万円）

4.5

適用数
（件）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（法人）

ー 626 1,418

減収額
（百万円）

ー 844 2,297

9

農業経営基盤強化準備金及
び農用地等を取得した場合
の課税の特例
（国税）
創設年度：Ｈ19

特定地域における工業用機
械等の特別償却
（奄美群島）
（国税）
創設年度：Ｈ10

8

特定地域における工業用機
械等の特別償却
（山村振興法に基づき指定さ
れた振興山村地域）
（国税）
創設年度：Ｈ21

　農業経営の安定を目的とした交
付金等を準備金として積み立てた
場合、積立相当額を損金に算入す
ることができる。
　当該交付金等及び準備金によ
り、農業用固定資産等（農用地、農
業用機械等）を取得した場合、圧縮
記帳をし損金に算入することができ
る。

　取得価格の一定割合に相当する
額を初年度の通常償却に上乗せし
て特別償却することが出来る。

対象業種（（）内は特別償却率）
製造の事業（機械等10/100、建物
等6/100）
旅館業（建物等6/100）
ソフトウェア業（機械等10/100、建
物等6/100）

特定地域における工業用機
械等の特別償却
（離島振興対策実施地域）
（国税）
創設年度：Ｈ5

　離島振興対策実施地域におけ
る、製造業、農林水産物等販売業
及び旅館業の用に供する設備に係
る特別償却。
・機械・装置10/100(旅館業を除く)､
建物・附属設備6/100
・対象業種に情報サービス業等を
追加
(情報サービス業等：有線放送業、
情報サービス業、インターネット附
随サービス業、コールセンター)
・旅館業に係る過疎地域に類する
地区の要件を廃止

　奄美群島における、製造業、農林
水産物等販売業、情報サービス業
等の用に供する設備に係る特別償
却制度（取得価額2,000万円超、機
械・装置10/100、建物等6/100）及
び旅館業の用に供する設備に係る
特別償却制度（取得価額2,000万円
超、建物等6/100）。
・旅館業に係る過疎地域に類する
地区の要件を廃止

　離島において、地域の特性を
生かした産業の育成を図り、地
域の雇用創出を図ることを政策
目的とし、民間事業者の離島振
興対策実施地域への進出や設
備投資を促し、雇用の増大と所
得水準の向上を図ることによ
り、離島振興対策実施地域に
おけるコミュニティの維持・再生
を図る。

 奄美群島における産業振興を
支援し、就業機会の確保、交流
人口の拡大、本土並で安定的
な所得水準の確保を図ることに
より、奄美群島の自立的発展を
推進するとともに、奄美群島に
おけるコミュニティの維持・再生
を図る。

【必要性】
　離島において、地域の特性を生かした産業の育成を図り、地域の雇用創出を図ることを政
策目的とし、民間事業者の離島振興対策実施地域への進出や設備投資を促し、雇用の増大
と所得水準の向上を図ることにより、離島振興対策実施地域におけるコミュニティの維持・再
生を図る。

【有効性】
　特別償却を適用した企業によると、設備投資に当たって、初期投資初年度の税金が優遇さ
れることにより安心して設備投資ができた、雇用創出が図られたなどのメリットがあったと聞
いており、継続して適用している企業も存在することから、ニーズは高く有効な特例措置であ
ると考えられる。
　また、特に今回の拡充要求のうち情報サービス業等については、コールセンターをはじめと
して、多くの雇用が発生すると見込まれ、地域の雇用や産業に与える影響は大きく、離島に
おいても、そのニーズは高く、拡充の効果は大きいと考えられる。

【相当性】
　海で隔絶されているために交通、土地等の制約により他の条件不利地域の中でもさらに不
利な状況下の離島において、各種産業活動を活性化させるため、法人や個人の設備投資を
行う事業者を対象に投資を喚起することが必要であることから、これを実現する施策として、
当該税制措置が妥当。

　対象となる地域にお
いては、地理的要因等
により自助努力のみで
は産業の自立的振興
には限界があるため、
外在的にこれらの租税
特別措置により新たな
資本投下の呼び水とす
ることには意義がある
と考える。
　また、抜本的に地域
の産業基盤を強化する
ための施策と組み合わ
せて実施することによ
り、より効果的になろう
と考える。

【必要性】
　奄美群島における産業振興を支援し、就業機会の確保、交流人口の拡大、本土並で安定
的な所得水準の確保を図ることにより、奄美群島の自立的発展を推進するとともに、奄美群
島におけるコミュニティの維持・再生を図る。

【有効性】
　群島内の体力のある企業による設備投資活動の際に利用され、平成17年度には８名、平
成19年度には17名の雇用創出につながっており、奄美群島における雇用創出・安定的な所
得水準の確保に貢献。

【相当性】
　経営収支の如何に関わらず事業者が恩恵を受ける補助金よりも、投下資本の早期回収に
よる経営安定化、事業活動の充実に繋がる本制度は、産業振興の観点から有効。

【必要性】
　意欲あるすべての農業者等が農業を継続し、経営発展に取り組める環境を整備することに
より、競争力のある経営体を育成・確保。

【有効性】
　平成21年度の農地等の総取得価額（１８,３０９百万円）に対する減税額（１,９６５百万円）の
割合（補助率換算）は、約１０％であり、補助事業による支援（補助率１／２,１／３）と比較した
場合、財政負担として効率的なものである。
　また、本措置は、準備金と圧縮記帳による課税の繰延べであり、課税の免除ではないた
め、実質的に財政負担を伴わずに効果を上げることができる。

【相当性】
　戸別所得補償対策等の農業経営の安定等を目的に交付された交付金等が、更に、農業経
営基盤の強化のための農業用固定資産への投資に充てられるよう誘導・支援するものであ
り、補助金や規制等などの他の支援措置によることは困難。

【必要性】
　民間事業者の振興山村への進出や設備投資を促し、雇用の増大と所得水準の向上を図る
ことにより、振興山村におけるコミュニティの維持・再生を図る。

【有効性】
　企業の進出や設備投資が促され、雇用と所得が確保されることを通じ、地域における定住
化、集落機能の維持・増進等が図られ、コミュニティの維持・再生に寄与。

【相当性】
　初期投資の負担を軽減し、企業の進出や設備投資を促すインセンティブを与えるための特
別償却制度（課税の繰り延べ）であり、振興山村への企業立地等を促進し、雇用の増大を図
る上で効果的かつ必要最小限の措置。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

　民間事業者の振興山村への
進出や設備投資を促し、雇用
の増大と所得水準の向上を図
ることにより、振興山村におけ
るコミュニティの維持・再生を図
る。

　意欲あるすべての農業者等
が農業を継続し、経営発展に取
り組める環境を整備することに
より、競争力のある経営体を育
成・確保。
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H18 H19 H20

番号 措置の内容 政策目的（抜粋） 第三者からの意見評価概要税　　目
　　適用数、減収額

適用数
（件）

1,081 996 882

減収額
（百万円）

4,119 2,393 1,470

適用数
（件）

1 0 1

減収額
（百万円）

2 0 0

適用数
（件）

0 0 2

減収額
（百万円）

0 0 0

適用数
（件）

0 0 6

減収額
（百万円）

0 0 17

肉用牛の売却による農業所
得の課税の特例
（国税）
創設年度：Ｓ42

11

10

特定の事業用資産の買換え・
交換の場合の課税の特例措
置
（農用地区域等内にある土地
等）
（国税）
創設年度：Ｓ45

特定の事業用資産の買換え
及び交換の場合の課税の特
例措置（漁船）
（国税）
創設年度：Ｓ44

特定の事業用資産の買換え・
交換の場合の課税の特例措
置
（市街化区域等の内外の農
業用資産）
（国税）
創設年度：Ｓ44

　現在所有している漁船を売却し、
新たな漁船に買い換える資金とす
る場合、売却益に応じて買い換え
た漁船の圧縮記帳を行うことが出
来る。

　不公平税制といわれ
ないように十分な説明
が必要。

【必要性】
　高品質で安心・安全な国産牛肉の安定供給、離島、山村地域等条件不利地域を含む国土
保全・有効活用の貢献を通じた食料自給率の向上、雇用の創出等の地域経済への貢献、新
たな輸出産業としての拡大が促進される。

【有効性】
　農業生産法人における本特例措置による免税相当額の活用先は、「規模拡大」及び「運転
資金」が約50％を占め、次いで「設備投資」等となっており、肉用牛生産の拡大や経営体質
の強化に仕向けられ、安定的な経営を維持する上で極めて有効。

【相当性】
　農業生産法人を対象とした施設整備、雇用の創出等について税制面から支援することによ
り、資本の充実を促進し規模拡大や経営の合理化を推進。

   家畜市場等において肉用牛を売
却した場合、
①1頭当たり売却価格が肉専用種
100万円未満、乳用種50万円未満
②高等登録牛
の場合に年間2000頭を上限
に、当該売却による利益の額に相
当する金額は、年度所得の金額の
計算上、損金の額に算入すること
ができる。

【必要性】
　市街化区域等内の農地等を譲渡し、市街化区域等外の農地等の取得を促進することによ
り、意欲的な農業者が農業に適した地域において営農するよう誘導し、農業の健全な発展に
資するとともに、農業的土地利用と都市的土地利用の整序を図り、市街化区域内農地等の
計画的な宅地化に寄与。

【有効性】
　圧縮記帳による課税の繰延べであり、課税の免除ではないため、実質的に財政負担を伴
わずに効果を上げることができる。

【相当性】
　資産の買換え･交換に伴い生じる譲渡所得への課税負担の軽減を図る趣旨であるため、補
助や融資により間接的に当該負担相当額を補うより、租税特別措置とした方が、買換え等を
促進するインセンティブが働き易く、また、租税特別措置であれば、各年の予算額や融資枠
に左右されることなく、一定の買換え等について一律に適用できるため、適切。

　競争力のある経営体を育成・
確保し、国民に対する食料供給
の基盤となる農地の確保及び
有効利用を図るため、意欲ある
農業者に対する農地の利用集
積を推進する。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

　高品質で安心・安全な国産牛
肉の安定供給、離島、山村地
域等条件不利地域を含む国土
保全・有効活用の貢献を通じた
食料自給率の向上、雇用の創
出等の地域経済への貢献、新
たな輸出産業としての拡大が促
進される。

　法人が、同一事業年度内に、市
街化区域内の農地等を譲渡し、市
街化区域以外の区域の農地等を
取得した場合又はこれと同様の交
換を行い、1年以内に事業に供した
場合は、その買換資産について圧
縮限度額（80％）の範囲内で圧縮
記帳を認められる。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

　漁船漁業の経営体質の改善
及び漁船の近代化を図るため、
燃油の節減及び操業の省力化
等のための設備を有する漁船
を導入することにより、漁業者
の収支措置を転換し、国際競
争力のある漁業経営体を育
成。

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

【必要性】
　競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対する食料供給の基盤となる農地の確保及び
有効利用を図るため、意欲ある農業者に対する農地の利用集積を推進。

【有効性】
　圧縮記帳による課税の繰延べであり、課税の免除ではないため、実質的に財政負担を伴
わずに効果を上げることができる。

【相当性】
　資産の買換え･交換に伴い生じる譲渡所得への課税負担の軽減を図る趣旨であるため、補
助や融資により間接的に当該負担相当額を補うより、租税特別措置とした方が、買換え等を
促進するインセンティブが働き易く、また、租税特別措置であれば、各年の予算額や融資枠
に左右されることなく、一定の買換え等について一律に適用できるため、適切。

【必要性】
　燃油消費の節減及び操業の省力化等のための設備を有する漁船への円滑な代替を促進
し、漁船漁業の経営体質の改善及び漁船の近代化を図る。

【有効性】
　資産の買換え時において税収減となるものの漁船の近代化が促進されることによって、将
来にわたって燃油消費量（費用）が１０％程度節減される。その効果の継続により、漁業者の
収益構造の転換が図られ、安定した収入が見込まれる。

【相当性】
　漁業者の経営環境が厳しさを増す中で、代替漁船の取得方法として低利融資制度の利用
が考えられるが、当該制度は、後年度の漁業者の利子負担を軽減するものの、与信力の低
い法人の漁船の代替を円滑にする措置ではない。従って、漁業者の代替漁船の取得にあ
たっては、十分な自己資金の確保を図る必要があり、かかる自己資金の手当のための財源
となる譲渡所得への課税の特例措置は政策目的を実現する手段として有効。

　法人が、同一事業年度内に、農
用地区域内の農地等を譲渡し、農
業経営基盤強化促進法に規定する
農用地利用集積計画等により同区
域内の他の農地等を取得した場合
又はこれと同様の交換を行った場
合は、その買換資産について圧縮
限度額（80％）の範囲内で圧縮記
帳を認められる。

　市街化区域等内の農地等を
譲渡し、市街化区域等外の農
地等の取得を促進することによ
り、意欲的な農業者が農業に適
した地域において営農するよう
誘導し、農業の健全な発展に資
するとともに、農業的土地利用
と都市的土地利用の整序を図
り、市街化区域内農地等の計
画的な宅地化に寄与。

5



H18 H19 H20

番号 措置の内容 政策目的（抜粋） 第三者からの意見評価概要税　　目
　　適用数、減収額

適用数
（件）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（件）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

　卸売市場機能高度化事業を実施
し、卸売市場の品質管理の高度化
に資する設備等を取得した場合
に、取得価額の30％の特別償却又
は7％の税額の特別控除の創設。

13

　特になし

　基本的に経費の前倒
しをするだけのものな
ので是認できる。

卸売市場機能高度化設備等
を取得した場合の特別償却
又は税額の特別控除
（国税・地方税）
創設年度：新規要望

【必要性】
　 多様化する出荷者、需要者のニーズに適切に対応するよう、品質管理の高度化や加工・
調整の機能強化に資する設備等の導入を促進し、卸売市場の機能強化を図る必要がある。
【有効性】
　卸売市場の機能の高度化は、生鮮食料品等の安定供給を確保するうえでも不可欠であ
り、税収減による影響以上に、生産者や消費者を含め広く社会に効果を及ぼすものと考え
る。

【相当性】
　構造改善計画の認定を受けた事業者は誰でも使用できることから、他の支援措置と比べ、
本措置は手段として妥当である。

　卸売市場について、「コールド
チェーンシステム」の確立等生
産・消費ニーズへの的確な対応
や公正かつ効率的な取引の推
進等により、その機能強化を図
る。

【必要性】
　国産豚肉及び国産牛肉を安定的に供給し続けるためには、各畜種の経営安定対策事業を
適切に運用するとともに、生産者負担金を必要経費又は損金算入の対象にすることによっ
て、養豚経営及び肉用牛肥育経営の安定を図る。

【有効性】
　必要経費又は損金算入の対象とすることにより、経営の安定化を通して、「安心・安全な食
料の安定供給」、「地域経済への貢献」に効果が発揮され、豚及び肉用牛の総産出額の維
持・増加に資する。

【相当性】
　生産者負担金を課税対象から除外は、生産者のキャッシュフローの改善による収益性の低
下を抑制し経営の安定を図るものであり、補助金や融資制度を活用した支援とは別に、広く
かつより効果的に発揮されることから、手段として的確。

　国産豚肉及び国産牛肉を安
定的に供給し続けるためには、
各畜種ごとの経営安定対策事
業を適切に運用するとともに、
生産者負担金を必要経費又は
損金算入の対象にすることに
よって、養豚経営及び肉用牛肥
育経営の安定を図る。

12

独立行政法人農畜産業振興
機構において生産者負担金
を管理する場合、当該負担金
を必要経費又は損金算入の
対象となるよう追加
（国税）
創設年度：新規要望

　養豚及び肉用牛肥育に係る経営
安定対策事業において、「公益法
人等」である県協会に拠出した生
産者負担金は全額損金算入の対
象とされていたものと同様に、「公
共法人」である独立行政法人農畜
産業振興機構に拠出した場合も、
全額必要経費又は損金算入の対
象となるよう追加する。
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適用数（件） 0 0 0

減収額
（百万円）

0 0 0

適用数
（地区）
（法人）

1
1

0
0

1
1

減収額
（百万円）

0.05 0 0.2

適用数（件） 1 0 0

減収額
（百万円）

1.3 0 0

適用数
【換地処分】

（地区）
（法人）

４
４

２
２

２
３

適用数
【交換分合】

（地区）
（法人）

２
２

１
１

0
0

減収額
【換地処分】
（百万円）

1.1 0.04 0.1

減収額
【交換分合】
（百万円）

0.5 0.004 0.0

【必要性】
　公共目的により収用された財産の所有者の譲渡所得等について課税の特
例を設け、事業等の円滑な推進を図る。

【有効性】
　収用による農地等の取得は件数こそ少ないが、農地等の確保が困難な場合
において、円滑に取得するためには本特例が必要。

【相当性】
　本特例措置は資産所有者の収用により交付を受けた金銭（補償金）に係る
非課税措置である。また、資産所有者の収用を円滑に推進するためには、補
助金等の予算措置よりも迅速に機能する本特例措置を講ずることが相当。

番号

1

税　　目

収用等に伴い代替資産を取得した場
合の課税の特例
（国税）
創設年度：Ｓ26

①　意欲ある多様な農業者へ
の農地集積の推進

②　市町村が定める交換分合
計画に基づき土地の権利の移
転等を行うことにより、農業振
興地域整備計画で定めた農用
地区域内農地（優良農地）の
確保と有効利用を図る。

　収用等により代替資産を取得し
た場合、本税制特例を適用するこ
とにより、圧縮限度額の範囲内で
代替資産の帳簿価額を損金経理
により減額したとき、又はその圧
縮限度額以下の金額を積み立て
る方法により経理したとき、その
減額し又は経理した金額に相当
する金額を損金算入することがで
きる。

※圧縮限度額とは、補償金等の
額から譲渡した資産の帳簿価額
を控除した額をいう。

※補償金等とは、補償金、対価又
は清算金をいう。

　公共目的により収用された
財産の所有者の譲渡所得等
について課税の特例を設け、
事業等の円滑な推進を図る。

　収用等により補償金等又は資
産を取得した場合、他の課税の
特例を受けないときは、本税制
特例を適用することにより、一定
の要件下において譲渡益又は５
千万円のいずれか低い額を損
金算入することができる。

※補償金等とは、補償金、対価
又は清算金をいう。

収用換地等の場合の所得の特別控除
①（土地改良事業）・②（農振法）
（国税）
創設年度：Ｓ38

収用交換等の場合の譲渡所得等の特
別控除
（国税）
創設年度：Ｓ38

2

事後評価

収用等に伴い代替資産を取得した場
合の課税の特例
（土地改良事業）
（国税）
創設年度：Ｓ26

措置の内容
適用数、減収額

【必要性】
　①　意欲ある多様な農業者への農地集積の推進。
　②　農業振興地域整備計画で定めた優良農地の確保と有効利用を図る。

【有効性】
　本特例措置は、換地処分や交換分合に伴う課税により参加農業者の資産
が減少することを回避するために講じられるものである。換地処分や交換分
合は地区全体で実施されるものであり、本措置が適用されることにより対象地
区全体の換地処分や交換分合の円滑な実施が図られることから、農地の利
用集積を推進する上で有効な政策手段である換地や交換分合を実施する上
で必要不可欠。

【相当性】
　本特例措置は、換地処分や交換分合に伴う課税によって参加農業者の資産
が減少することを回避するために講じられるものであることから、補助金等他
の政策手段によるのではなく、租税特別措置により講じられることが適当。

第三者からの意見

【必要性】
　公共目的により収用された財産の所有者の譲渡所得等について課税の特
例を設け、事業等の円滑な推進を図る。

【有効性】
　収用による農地等の取得は件数こそ少ないが、農地等の確保が困難な場合
において、円滑に取得するためには本特例が必要。

【相当性】
　本特例措置は資産所有者の収用により交付を受けた金銭（補償金）に係る
非課税措置である。また、資産所有者の収用を円滑に推進するためには、補
助金等の予算措置よりも迅速に機能する本特例措置を講ずることが相当。

【必要性】
　意欲ある多様な農業者への農地集積の推進。

【有効性】
　本特例措置は、換地処分に伴う課税により参加農業者の資産が減少するこ
とを回避するために講じられるものである。換地処分は地区全体で実施される
ものであり、本措置が適用されることにより対象地区全体の換地処分の円滑
な実施が図られることから、農地の利用集積を推進する上で有効な政策手段
である換地を実施する上で必要不可欠。

【相当性】
　本特例措置は、換地処分に伴う課税によって参加農業者の資産が減少する
ことを回避するために講じられるものであることから、補助金等他の政策手段
によるのではなく、租税特別措置により講じられることが適当。

評価概要政策目的（抜粋）

　公共目的により収用された
財産の所有者の譲渡所得等
について課税の特例を設け、
事業等の円滑な推進を図る。

 意欲ある多様な農業者への
農地集積の推進

　収用関係の措置は
適用件数が少ない
が、公共事業等の
セーフティネット措置
であり必要。
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番号 税　　目 措置の内容
適用数、減収額

第三者からの意見評価概要政策目的（抜粋）

適用数（件） 1 1 1

減収額
（百万円）

22,059 21,600 21,159

適用数
（法人）

ー ー ー

減収額
（百万円）

ー ー ー

適用数
（組合）

1 1 1

減収額
（百万円）

71 35 0

　農協連合会等の経営基
盤の安定化という見地か
ら必要な措置と考える。

　農業協同組合連合会の経営
の健全性を確保することによ
り、共済金の支払を円滑にし、
災害時における農家等の住宅
再建等を円滑に行うこと。

森林組合系統組織の適用数等

　森林組合系統組織の自主的
努力を助長するとともに、組合
員の利益を保護し、事業の健
全な運営を確保する。

共済水産業協同組合連合会の適用数等

　共済水産業協同組合連合会
の経営の健全性を確保するこ
とにより、共済金の支払いを円
滑にし、災害時における漁家
等の住宅再建等を円滑に行う
こと。

農業協同組合連合会の適用数等

【必要性】
　協同組合等の経営の健全性を確保することにより、共済金の支払を円滑に
し、災害時における農家等の住宅再建等を円滑に行うこと。

【有効性】
　本措置は、火災保険を扱う保険会社、火災共済を行う生活協同組合等に対
しても同様に措置されているものである。
　協同組合等の異常危険準備金の積立ては、本措置が手当てされて以降、着
実に進捗し、経営の健全性の確保に寄与してきている。
　なお、本措置は、異常災害の発生や10年経過時の洗い替えにより取り崩し
が行われた場合に益金算入されることからも、課税の繰延効果があるに過ぎ
ないことも踏まえれば、無税積立による一時的な税収減は許容されるべきも
のと考えられる。

【相当性】
　協同組合等の早期・計画的な異常危険準備金の積立てを通じて、予想を超
える損害が発生した場合にも、協同組合等が共済金の支払いを円滑かつ確
実に行うことができるようにすることに寄与するものであり、将来にわたって安
定的な納税を確保するためにも本措置は妥当。

3
保険会社等の異常危険準備金
（国税）
創設年度：Ｓ28

 共済事業を行う農林水産業協
同組合等（以下「協同組合等」と
いう。）が、火災共済等の異常災
害損失の補てんに充てるため、
当該年度の正味収入共済掛金
の２％（無税積立率、地震等に
よる損失を補てんする建物更生
共済については９％）に相当す
る額以下の金額を準備金として
積み立てたときは、当該積立金
について損金算入が可能。
  積立後10年を経過した準備金
は、取り崩して益金に算入（ただ
し、当該年度末の無税積立残高
が、当該年度の正味収入共済
掛金の35％（洗替保証率、建物
更生共済については７５％）を下
回らない範囲に限る。）
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